
全

国

植

樹

祭

推

進

課 

森

 

く

り

課 

 

規

則 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
三
条
の
表
産
業
労
働
部
の
項
中
「
先
端
産
業
課
」
を
「
産
業
創
造
課
」
に
改
め
、
同
表
農
林 

 

部
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

  

第
六
条
の
二
土
地
水
政
策
課
の
項
中
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第

七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 
 

八 

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
（
他
の
機
関
に

お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

九 

重
要
施
設
周
辺
及
び
国
境
離
島
等
に
お
け
る
土
地
等
の
利
用
状
況
の
調
査
及
び
利
用
の

規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関

す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
文
書
課
の
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
三
号
中
「
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
」
を
「
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
中
第
十
四
号

を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
す
る
。 

 

第
七
条
の
二
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第

十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。 

 
 

七 

埼
玉
県
性
の
多
様
性
を
尊
重
し
た
社
会
づ
く
り
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
の
二
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
の
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。 

 
 

四 

埼
玉
県
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
の
四
温
暖
化
対
策
課
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第

」 

「 

森

づ

く

り

課 

 」

「 

全

国

植

 

祭

推

進

課 

森

づ

く

り

課 



六
号
と
し
、
同
条
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
課
の
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

一 

埼
玉
版
ス
ー
パ
ー
・
シ
テ
ィ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
係
る
施
策
の
総
合
的
企
画
及
び
調
整
に

関
す
る
こ
と
。 

 
 

二 
住
宅
に
お
け
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
及
び
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
活
用
設
備
の
普
及
に

係
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
七
条
の
四
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
課
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
大

気
環
境
課
の
項
第
十
三
号
中
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
課
」
を
「
他
の
機
関
」
に
改
め
、
同
条
み
ど
り

自
然
課
の
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

七 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。 

 

第
八
条
少
子
政
策
課
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第

十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
一 

こ
ど
も
基
本
法
の
施
行
（
子
育
て
支
援
、
少
子
化
対
策
（
い
ず
れ
も
他
の
機
関
に
お

い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
計
画
の
策
定
及
び
進
行
管
理
に
関
す
る
こ
と
に

限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
健
康
長
寿
課
の
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 

 
 

十
五 

こ
ど
も
基
本
法
の
施
行
（
母
子
保
健
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
九
条
疾
病
対
策
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
六 

埼
玉
県
ひ
き
こ
も
り
支
援
に
関
す
る
条
例
の
施
行
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
産
業
支
援
課
の
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
第
八
号
を
第
六
号
と

し
、
第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

八 

伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
産
業
支
援
課
の
項
中
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
五
号
を
第
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
五 

中
小
企
業
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
（
他
の
機
関

に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
産
業
支
援
課
の
項
第
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

十
六 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
企
業
支
援
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 



 

第
十
条
産
業
支
援
課
の
項
第
十
七
号
中
「
及
び
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
同
条
先

端
産
業
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

産
業
創
造
課 

一 
工
業
技
術
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

技
術
革
新
の
促
進
及
び
成
長
産
業
の
育
成
に
係
る
総
合
的
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ

と
。 

三 

産
学
連
携
に
係
る
企
画
及
び
調
整
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。 

四 

科
学
技
術
に
係
る
総
合
的
企
画
及
び
調
整
並
び
に
試
験
研
究
機
関
に
お
け
る
研
究
活
動

の
総
合
的
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

知
的
財
産
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
に
係
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
企
業
立
地
課
の
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

六 

地
域
経
済
・
観
光
局
長
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
観
光
課
の
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
同
項
第
四
号
中
「
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
」
を
「
伝
統
的
工
芸
品
を
活
用
し
た
観

光
振
興
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

観
光
地
域
づ
く
り
法
人
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
雇
用
労
働
課
の
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第

十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
四 

雇
用
労
働
局
長
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
一
条
農
産
物
安
全
課
の
項
第
十
一
号
中
「
持
続
性
の
高
い
農
業
生
産
方
式
の
導
入
の
促
進

に
関
す
る
法
律
」
を
「
環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低
減

事
業
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
生
産
振
興
課
の
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九

号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
六 

特
定
水
産
動
植
物
等
の
国
内
流
通
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。 

 

第
十
一
条
森
づ
く
り
課
の
項
中
第
二
十
一
号
を
削
り
、
第
二
十
二
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第

二
十
三
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

全
国
植
樹
祭
推
進
課 

 

第
七
十
五
回
全
国
植
樹
祭
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
二
条
県
土
整
備
政
策
課
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
三
号
ま



で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。 

四 

建
設
分
野
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
総
合
的

企
画
及
び
調
整
（
他
の
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

五 
建
設
工
事
に
係
る
技
術
基
準
等
（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る

こ
と
に
限
る
。
）
の
策
定
及
び
普
及
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

工
事
執
行
管
理
シ
ス
テ
ム
及
び
電
子
納
品
保
管
管
理
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
運
営
に
関

す
る
こ
と
。 

 

第
十
二
条
建
設
管
理
課
の
項
第
二
号
中
「
技
術
基
準
等
」
の
下
に
「
（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ

ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
公
共
事
業
情
報
シ

ス
テ
ム
（
業
者
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
を
除
く
。
）
」
を
「
土
木
積
算
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
の
三
第
一
項
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

二
十 

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
事

務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
百
八
十
七
条
の
表
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
項
中
「
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
」

を
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
応
じ
」
の
下
に
「
、
及
び
埼
玉
県
議
会
の

保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
の
諮
問
に
応
じ
」

を
加
え
る
。 

 

第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
表
福
祉
部
保
健
医
療
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

           

第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
表
福
祉
部
の
項
を
削
り
、
同
表
保
健
医
療
部
農
林
部
の
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

   

福
祉
部
及
び 

保
健
医
療
部 

 

少
子
化
対
策
局

長 地
域
包
括
ケ
ア

局
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
少
子
化
対
策
に
係
る
政
策
の
企

画
及
び
立
案
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合

調
整
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た

め
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築

の
推
進
並
び
に
高
齢
者
の
福
祉
に
係
る
政
策
の
企
画

及
び
立
案
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調

整
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

保
健
医
療
部 

及
び
農
林
部 

食
品
衛
生
安
全

局
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
農
畜
産
物
生
産
及
び
食
品
の
安

全
性
、
適
正
流
通
の
確
保
並
び
に
食
品
衛
生
及
び
生

活
衛
生
等
並
び
に
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る

事
務
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
の

事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所

属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 



     

第
百
八
十
八
条
第
一
項
の
表
保
健
医
療
部
の
項
中
「
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
」
を
「
総
合
調

整
の
事
務
」
に
改
め
、
同
表
産
業
労
働
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                    

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
表
産
業
労
働
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

        

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
表
森
づ
く
り
課
の
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
第
十
号
を
次
の
よ
う
に

産
業
労
働
部 

産
業
拠
点
整
備

推
進
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
定
の
地
域
に
お
け
る
産
業
拠

点
の
整
備
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
特
に
指
定
さ
れ
た

事
項
を
掌
理
し
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
と
と
も
に
、
上
司
を
助
け
、

職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整
理
す

る
。 

 

産
業
労
働
部 

 

雇
用
労
働
局
長 

地
域
経
済
・
観

光
局
長 

産
業
政
策
局
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
雇
用
対
策
の
推
進
並
び
に
労
使

関
係
の
安
定
、
就
業
環
境
の
整
備
促
進
及
び
産
業
人

材
の
育
成
に
係
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
特

に
指
定
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務
並
び
に
こ
れ
ら

の
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ

の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監

督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
地
域
経
済
及
び
観
光
の
振
興
に

係
る
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
特
に
指
定
さ
れ

た
事
項
に
関
す
る
事
務
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関

す
る
総
合
調
整
の
事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処

理
す
る
た
め
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
産
業
に
係
る
政
策
の
企
画
及
び

立
案
並
び
に
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
事
務

並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
の
事
務

を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 

 

 

保
健
医
療
部 

及
び
農
林
部 

食
品
衛
生
安
全

局
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
農
畜
産
物
生
産
及
び
食
品
の
安

全
性
、
適
正
流
通
の
確
保
並
び
に
食
品
衛
生
及
び
生

活
衛
生
等
並
び
に
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る

事
務
並
び
に
こ
れ
ら
の
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
の

事
務
を
掌
理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所

属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 



局 療 医 医
療
経
営
管
理
幹 

医
療
安
全
管

理
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
医
療

局
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
セ
ン

タ
ー
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

局 療 医 医
療
経
営
管
理
幹 

医
療
安
全
管

理
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
医
療

局
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
セ
ン

タ
ー
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 

局 療 医 

医
療
安
全
管

理
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
医
療

局
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

医
療
安
全
管

理
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
医
療

局
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

 

 

局 療 医 医
療
経
営
管
理
幹 

医
療
安
全
管

理
幹 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
医
療

局
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事
項
を
掌
理

す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事
項
に
つ
い
て
、
セ
ン

タ
ー
長
を
助
け
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

改
め
る
。 

 

十 

産
業
拠
点
整
備
推
進
幹 

 
第
百
八
十
八
条
第
四
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
す
る
。 

     

第
百
九
十
二
条
第
三
項
の
表
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
項
中 

         
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
を 

        
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

   
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
産
業
労
働
部
先
端
産
業
課
に
勤
務
し
て
い
る
者
は
、
別
に
辞
令
を

発
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
同
一
の
職
に
よ
り
、
産
業
労
働
部
産
業
創
造
課
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た

も
の
と
す
る
。 

 

「 

」 

」 

「 


